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はじめに 

例えば、脳梗塞の後遺障害を患った方がいるとします。急性期や亜急性期（前期）は、

歯科医師が介入する機会はあまりありません。けれども、慢性期に入り状態が安定してく

ると、機能回復の必要から歯科医師が参入することになります。それが今回配布させてい

ただくポスターのキーポイントとなる「訪問歯科診療による摂食機能訓練」です。患者さ

んは、入院中には病院と歯科医師の連携を通じて歯科診療を受ける機会がありますが、一

旦退院して在宅または施設で療養することになると、口腔内の問題を改善していく機会が

皆無になるのが現状です。 

患者さんやそのご家族は（あるいは歯科の先生方までも）、訪問歯科といえば義歯にまつ

わる診療のみをイメージされています。ところが「摂食機能訓練」という新たな分野が行

政から歯科医師に認められているのです。 

平成20年度４月の改定でも「在宅療養支援歯科診療所」の設置や後期高齢者の口腔管理

の評価など、行政は在宅療養を推進し、歯科と地域医療機関との新しい連携が求められて

います。医師が給付する処方箋の既存のネットワークの中に、訪問歯科医師が参入してい

くことで、歯科医院・調剤薬局双方にメリットが生じてきます。このポスターを活用して

いただくことによって、在宅患者さんからたくさんの声が上がってくる時、新しいネット

ワークが生まれることを確信しております。 

 

１． 歯科医院へのお願い 

歯科訪問診療に参入できると、その基本点数は高点数です。歯科訪問診療の機会を増

やすことで、医院経営を安定させましょう。そのためにも、在宅療養患者・家族の方々

に、歯科が義歯の修理や新製以外に「摂食機能障害治療のためのリハビリ」にも深く

関与していることを知ってもらうことです。 

 まずは、調剤薬局へ行き、「おくすり手帳」を数十冊もらい、代わりにポスターを貼

ってもらいましょう。調剤薬局の待合室でポスターを見てもらい、歯科に在宅療養患

者の生活の質を上げる治療（よだれ・ムセなどの「摂食機能障害は歯科」であると知

ってもらうこと）があることを、患者家族の方に知って貰いましょう。また、訪問診

療の際にポスターを配った調剤薬局のハンコが押された「おくすり手帳」を利用すれ

ば、双方にメリットが生まれます。ためらうことなく、まずは足を運んでください。 

 

① ポスターを待合室に貼ってください。「在宅医療を当歯科でやっておりますので、

ご相談ください。義歯に関すること以外でも、歯科は関係しているのです」という

ことを知ってもらいましょう。 

② 在宅医療を必要としている患者が家庭に居ると、家族も患者として来院し辛くなり

ます。理由は、急性期を除いて、歯科診療を受ける余裕が時間的にも気持ち的にも

ないので、歯科医院の患者とはなり得ないからです。よって、自院内だけで『歯科



訪問医療をしています』とのポスターを貼るだけで宣伝しようとしても、効果に限

界があります。 

③ 在宅患者を抱える家庭は、患者を守るため必死になって医者を探しますが、歯科訪

問診療をしてくださる歯科医師を探す患者家族は、さほど多くないでしょう。  

ところで、医師は歯科の知識、特に摂食機能障害についての知識はありません。医

師から在宅患者を直接紹介していただくことを望むよりも、医師の発行する処方箋

が調剤薬局に必ず行くことを利用して、摂食機能障害のポスターを調剤薬局の待合

室に貼っていただければ患者家族の眼に留まり啓蒙になります。 

調剤薬局待合室に、ポスターを貼っていただくことをお願いしましょう。 

④ 摂食機能訓練は機能障害のリハビリですから、義歯の修理や新製と比べると長期間

の加療を要します（歯科訪問診療の期間が長くなります）。口腔内変化で処方を出

す機会も増加するはずです。調剤薬局としても、口腔内のことを知らない医師から

出ることのない処方箋であっても、歯科医師から処方される機会も増えると期待で

きるので、長い目で見ると調剤薬局にとってもメリットがあります。 

調剤薬局からの歯科診療所の紹介は、歯科医師、薬局にとって、双方に利益が期

待できます。 

⑤ 調剤薬局でポスターをご覧になった方が、受付で質問された際の応答は、『ポスタ

ーに記載されている症状は、歯科の先生が専門らしいですよ』とのアドバイスで十

分と考えます。薬剤師は摂食機能障害や訓練について知識はありませんが、「歯科

の受付で聞けば分かること」、「契約歯科医院の名前を挙げること」、その程度の返

答で十分です。 

⑥ 歯科の先生が、日頃処方箋を出している調剤薬局にお願いすれば、『いや』とは言

われないでしょう。ご自身でお願いに行くのが『いや』ならば、出入りの歯科材料

店さんに、調剤薬局の受付に貼って貰えるようにお願いしてみてはいかがでしょう。

歯科材料店さんも、これが先生方の経営にプラスになれば、いずれほかの商材が売

れるはずだと期待するので断るはずはありません。 

 

 

２． 歯科材料店の皆様へ 

① 歯科医院経営は、ご承知のように厳寒期に入っております。以前と比べ購入品目も

激減していることでしょう。お互いが、この苦境を乗り切る手段としては、高診療

点数である『歯科訪問診療』の機会を増やすことによって、まずは歯科医院の購買

力を上げていただくことしか打開策を見出せません。歯科医院の経営が安定しない

ことには、ほかの備品購入へとは購買意欲が沸かないからです。 

② 歯科医院の経営安定のためにも、歯科医院の先生が処方箋を発行する調剤薬局名を

お聞きし、そちらにこの摂食機能療法のお薦めのポスターを貼って貰ってください。 

③ また、歯科医院の近隣に介護施設があるのであれば、介護施設の受付付近、目に付

く所にポスターを貼ってくださるようにお願いしてください。 



３． 調剤薬局へのお願い 

① 歯科医院経営はご承知のように厳寒期に入っております。この苦境を乗り切る手段

として、高診療点数である『歯科訪問診療』の機会を増やすしか、打開策が見出せ

ません。平成20年度４月の改定でも「在宅療養支援歯科診療所」の設置や後期高

齢者の口腔管理の評価など、行政は在宅療養を推進し、歯科と地域医療機関との新

しい連携が求められています。 

② 一般的な歯科訪問診療のイメージといえば、歯科医師や市民の両者に『義歯の修

理・新製』であると誤解されておりました。在宅療養患者にとって、それはそれで

大切なことなのですが、『義歯の修理・新製』以外にも表情筋の老化進行を少しで

も遅らせる『摂食機能訓練』も歯科治療の大切な分野です。医科や調剤薬局の先生

方には、この重要性がさほど知られていないのも事実と聞いております。 

③ 歯科の先生方は、歯科訪問診療をしたくともその手段が限られております。調剤薬

局は訪問診療されている医師の処方箋が廻って来る、いわば「在宅患者のシンクタ

ンク」的な存在です。是非とも、その情報を歯科医院にまで廻してくださると助か

ります。 

④ 医師や薬剤師の先生方が、歯科治療の分野に『義歯の修理・新製』以外の摂食機能

訓練というリハビリ治療があることを知らないのに、一般の市民は更に摂食機能訓

練の大切さを理解出来るはずがありません。そこで先生方には在宅療養家族を持ち、

ポスターの症状で１つでも思い当たる悩みがある方に、「○○歯科の受付で相談し

てみてはいかがですか」と紹介してくださるだけで幸いです。 

⑤ その際、訪問歯科で利用できるように、薬局のハンコを押した「おくすり手帳」を

渡してください。訪問調剤の機会が増えると、薬局にとっても大きなメリットとな

ります。 

⑥ 訪問診療をされている医師には、口腔内の知識は専門外です。しかし、日々の生活

の中で、患者さんは口腔内に多くの悩みを抱えています。その口腔内の悩みを、歯

科医師が訪問することで軽減することもあるのです。歯科医師の行う「摂食機能訓

練」の期間は長くなりますので、処方箋を出す機会も増えることでしょう。法令で、

医療関係者は積極的な宣伝が制限されており、いわば「待ちの経営」が法令で義務

付けられています。長期間に及ぶ摂食機能訓練の有効性を利用すると、「調剤薬局

が歯科に患者を紹介し、歯科が調剤薬局に処方箋を出すシステムの構築」となり、

お互い持ちつ持たれつの関係になると考えます。 




